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1122  補補欠欠  

  第２次試験で採用候補者とならなかった者のうち、若干名を補欠として決定し、採用候補者に欠員が生じた場合等には、補

欠を採用候補者名簿に登録することがある。 

  補欠の決定の有無は、第２次試験の結果通知と併せて行い、補欠を採用候補者名簿に登録する場合には、対象者に個別に通

知する。なお、補欠の有効期間は、令和９年３月31日までとする。 

  補欠として決定され、令和９年３月31日までに、採用候補者名簿に登録されなかった者は、令和９年４月１日から、岡山県

の公立学校で常勤講師等として優先的に任用する。 

 

1133  採採用用候候補補者者のの勤勤務務校校  

 (1) 採用候補者名簿に登録され、採用された者は、岡山県内の市町村（組合）立（岡山市立を除く。）の小学校・中学校・義

務教育学校・高等学校・特別支援学校、岡山県立の中学校・中等教育学校・高等学校・特別支援学校のいずれかに勤務する。 

 (2) 小学校教諭等、小学校教諭等（地域枠）、中学校教諭等、中学校教諭等（地域枠）又は高等学校教諭等の区分で採用候補

者となった場合でも、特別支援学校に配属される場合がある。 

 (3) 小学校教諭等、小学校教諭等（地域枠）、中学校教諭等又は中学校教諭等（地域枠）の区分で採用候補者となった場合で

も、義務教育学校に配属される場合がある。 

 (4) 中学校教諭等又は高等学校教諭等の区分で採用候補者となった場合でも、中等教育学校に配属される場合がある。 

 (5) 将来、人事異動により、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の間で、異動する場

合がある。 

 (6) 初任地又は小学校専科を希望した者の配置については、P.2の＜初任地希望・小学校専科希望＞を参照すること。 

 

1144  採採用用候候補補者者名名簿簿登登録録期期間間ととそそのの延延長長  

 (1) 採用候補者名簿の登録の有効期間は、令和10年３月31日までとする。 

 (2) 令和９年度岡山県公立学校教員採用候補者選考試験の結果、採用候補者として登録された者で、大学院又は教職大学院

（以下「大学院等」という。）において修学中の者が、引き続き大学院等での修学を希望する場合、その採用候補者名簿の

登録の有効期間を、各大学院等の修業年限に合わせて、修了までの期間分延長することができる。 

 (3) 令和９年度岡山県公立学校教員採用候補者選考試験の結果、採用候補者として登録された者が、大学院等へ進学する場

合、採用された校種・職種、教科等の専修免許状取得を条件に、その採用候補者名簿の登録の有効期間を、各大学院等の

修業年限に合わせて、修了までの期間分延長することができる。 

 

1155  そそのの他他  

 (1) 採用候補者名簿に登録されても、次のいずれかに該当する場合には、原則、採用候補者名簿から抹消する。 

  (ｱ) 令和９年度岡山県公立学校教員採用候補者選考試験の受験資格を欠いていることが判明した場合 

  (ｲ) 教員としてふさわしくない事実が判明した場合 

  (ｳ) 令和９年４月１日時点で、受験した校種・職種、教科（科目）等の有効な教諭普通免許状を所有していない場合 

  (ｴ) 出願書類等の内容に重大な虚偽が含まれていることが判明した場合 

  (ｵ) 特別選考Ｈ及びＩの出願者が、在籍している大学等を令和８年度中に卒業できなかった場合 

  (ｶ) 大学院等修学継続又は大学院等進学による採用候補者名簿登録期間の延長（1144参照）を認められた者が、修学中の大学

院等を所定の修業年限で修了しなかった場合 

 (2) 令和９年度岡山県公立学校教員採用候補者選考試験の結果、採用候補者として登録された者に対しては、「学校設置者等

及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」第４条第１項に基づき、犯罪事実

確認を行う。 

 (3) 日本国籍を有しない者を採用する場合には、任用の期限を付さない常勤の講師とする。 

 (4) 他の都道府県の公立学校教員で、本県への転入を希望する者も、この実施要項により受験するものとする（５５４[Ｅ②]参

照）。 

 (5) 身体等の事情により、受験に際して配慮を必要とする場合には、電子申請の該当項目にその旨を入力すること。 

 (6) 諸般の事情により、やむを得ず試験日程等を変更する場合は、岡山県教育庁教職員課のホームページで知らせる。 
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